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🔶　私たちは安全で快適な職場を築くため、宣言します

私は、事業主として、労働者が健康で安心して働くこと

のできる職場づくりを進め、無事故・無災害を目指します。

１ KY活動の徹底

２ 作業方法及び作業手順の確認・共有

３ 作業現場での声掛けの実施

４ 報告・連絡・相談の徹底

５ 社内パトロールの実施

６ 整理・整頓

７ 始業前の健康確認

私たち労働者は、事業主の宣言に基づき、不安全行動を

行わない作業を進め、遵守します。


